
京都市産再エネの地域活用に向けた調査研究業務委託事業者の募集に係る 

質問及び回答 

 

No 

該当箇所 

質問事項 回答 資料

名 
項目 

1 

募集

要項 
5(2) 

「イ 業務実績報告書」について、本報告書とは

別に、実績を証明する書類（契約書の写し、テ

クリスの登録内容確認書等）の提出は必要でし

ょうか。 

実績を証明する書類の提出は不要です。 

2 

本事業と同等又は類似の事業実績等には、再生

可能エネルギー導入可能性検討業務、マイクロ

グリッド検討業務などが該当するとの認識で

しょうか。 

ご認識のとおりです。 

3 
「ウ 企画提案書」について、枚数の制限等はご

ざいますでしょうか。 

枚数に制限はありません。 

4 

見積書の様式は自由との記載がござい

ますが、社印等の押印が必要かどうかご

教示ください。 

社員等の押印は不要です。 

5 

委託 

仕様

書 

2 

京都市の自家消費型 PV 導入状況（セグメ

ント別等）の実態・見込みについて、貴

市保有の活用可能な情報ソースはござい

ますでしょうか。 

本市で実施している太陽光発電設備や蓄電池

への補助事業の実績が活用可能です。 

6 2(2) 

小売電気事業者やアグリゲーター等へのヒア

リング及び市内企業等（RE100 参加企業等）へ

のヒアリングにおいて、それぞれ実施事業者数

の下限はありますか。 

下限はありませんが、当該ヒアリングも踏まえ

て余剰電力の買取・供給スキームや市域展開に

向けた方策の検討を行っていただく必要があ

る旨、ご留意ください。 

7 2(4) 

コンソーシアムの運営にあたり、コンソーシア

ム参加者一同に会する場を開催する予定はご

ざいますでしょうか。また、開催予定がある場

合は回数・時期、及び運営に係る費用（会議室

代）負担などについて、ご教示ください。 

コンソーシアム創設時に、コンソーシアム参加

者一同に会する場を開催する予定であり、その

後は状況に応じて、年数回程度実施する想定で

す。実施に係る費用（会議室代等）は受託事業

者負担です。 



8 

コンソーシアムの創設にあたり、小売電気事業

者等については、既に想定・内定している事業

者が存在するという認識でよろしいでしょう

か。 

それとも、本業務において、小売電気事業者の

探索・選定を行い、連携しながらコンソーシア

ムの創設および運営支援までを実施する想定

でしょうか。 

本市とつながりがあり、コンソーシアムに参画

いただくことを想定している事業者はありま

すが、当該事業者に限らず、受託事業者側のネ

ットワークも活用いただき、事業者を探索・選

定いただく想定です。 

 


